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建設工事発注の公正を確保する措置の運用について（通知）

標記について、建設工事発注の公正を確保する措置について（防整施（事）第１

４５号。２８．３．３１）の別紙第５項の規定に基づき別紙のとおり定めたので、

遺漏のないよう措置されたい。
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別紙

１ 競争参加資格・指名審査委員会

防衛省発注機関の長は、建設工事発注の公正を確保する措置について（防整施

（事）第１４５号。２８．３．３１。以下「通達」という。）の別紙第１項第１

号の規定に基づき設置する競争参加資格・指名審査委員会（以下「委員会」とい

う。）と同様の合議制の審査機関が設置されている場合にあっては、当該機関を

活用することができるものとするが、通達の別紙第１項第１号に掲げる区分に応

じ、それぞれ必要な事項の審査を行わせるものとする。

２ 技術部会の設置

防衛省発注機関の長は、委員会の下に技術的事項に関する審査資料の作成等を

行うため、技術部会を置くことができるものとする。

３ 委員会の審議対象

委員会の審議対象は、概算額が２５０万円以上の建設工事及び１００万円以上

の技術業務とする。

ただし、上記金額未満の建設工事及び技術業務への適用を妨げるものではない。


